
 

農業機械研修 トラクタ走行研修（けん引・農耕用） 

１ 目的、内容 

  けん引免許（農耕車限定）の取得に必要な道路交通法に基づく運転技術の習得を図るた

め、農業者、農業法人・集落営農組織のオペレータ、新規就農者などを対象にトラクタとト

レーラーを用いた校内運転コースでの実習を実施します。 

 

 

 

 

 

２ 講師 

農業大学校職員 
 

３ 対象者 

  「大型特殊自動車免許」もしくは「大型特殊自動車免許（農耕車限定）」を取得済で、け

ん引の方向変換(車庫入れ)ができる県内の農業者、農業法人・集落営農組織のオペレー

タ、新規就農者など  

【注】けん引の方向変換ができない方は、「はじめてのけん引」を受講してください。 
 

４ 場所 

岩手県立農業大学校（農業機械研修所、トラクタ運転コース） 
 
５ 実施日時、募集期間 

回 研修日 時間 募集期間【必着】 

第１回 令和８年５月21日（木） 

９：00

～ 

15：00 

令和８年４月13日（月）～  27日（月） 

第２回 令和８年６月10日（水） 令和８年５月７日（木）～    21日（木） 

第３回 令和８年７月27日（月） 令和８年６月15日（月）～    29日（月） 

第４回 令和８年８月４日（火） 令和７年６月29日（月）～７月13日（月） 

第５回 令和８年９月16日（水） 令和７年８月10日（月）～    24日（月） 

第６回 令和８年10月22日（木） 令和７年９月14日（月）～  28日（月） 

【備考】研修は１日です。 
 
６ 募集定員 

各回３名 ※ 定員を超えた場合は、受講動機などにより受講者を決定します。また、過

去に受講していない方を優先します。 

 

７ 経費 

  無料 
 
８ 申込方法 

  【受講申込書】を、メール（CE0014@pref.iwate.jp）、郵送のいずれかで当校に提出して

ください。 
 
９ 受講上の注意事項 

⑴ 受講時の事故などに対する責任は、原則として受講者本人が負うものとします。そのた

め、各自で傷害保険に加入してから受講してください。 

⑵ 研修中に、故意若しくは重大な過失により機械、施設、設備などに損害を与えた時は原

状に復し、又はその損害を賠償してください。 
⑶ 昼食や宿泊の申込は、受け付けておりません。各自で手配をお願いします。 

⑷ 研修の様子を撮影し、当校ホームページやＳＮＳなどでＰＲに使用する場合があります

ので御了承の上、申し込みください。 

【御注意ください】 
・ この研修で免許取得はできません。運転免許の取得は、自動車運転免許試験場（盛岡市）
で各自受験してください。 

・ けん引免許（限定なし）は、指定自動車教習所で教習しています。 


